[bookmark: _l8mw26agth1h]出演契約書（映画俳優）

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）は、映画作品への出演に関し、以下のとおり出演契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _3r9mgglxhajg]第1条（目的）
甲は、乙に対し、甲が企画・制作する映画作品「●●」（以下「本作品」という。）への出演を依頼し、乙はこれを承諾する。

[bookmark: _duan4z5x9or1]第2条（出演内容）
1　乙は、本作品において、甲が指定する役柄を演じるものとする。
2　乙は、甲の指示及び本作品の演出意図に従い、誠実に演技・収録・宣伝活動その他関連業務を遂行するものとする。
3　出演内容の詳細、撮影日程、撮影場所、衣装、ヘアメイクその他必要事項については、甲乙協議のうえ別途定める。

[bookmark: _dy3pbjw8fpic]第3条（契約期間）
本契約の有効期間は、本契約締結日から、本作品に関する乙の出演業務及び関連業務が終了する日までとする。ただし、第10条、第11条、第13条及び第16条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

[bookmark: _q2a130mnm3q1]第4条（撮影及び拘束）
1　乙は、甲が事前に通知する撮影スケジュールに従い、指定日時及び指定場所に集合するものとする。
2　甲は、天候、演出、機材トラブルその他合理的な事情により、撮影日時又は場所を変更できるものとする。
3　乙は、正当な理由なく撮影を欠席、遅刻又は途中離脱してはならない。
4　乙は、本作品の制作進行を妨げる行為を行ってはならない。

[bookmark: _r6w3ds6d3vgz]第5条（報酬）
1　甲は乙に対し、本契約に基づく出演の対価として、金●●円（税込）を支払う。
2　報酬の支払時期及び支払方法は、以下のとおりとする。
・支払日：●●年●●月●●日
・支払方法：乙指定口座への銀行振込
・振込手数料：甲負担
3　交通費、宿泊費、食費その他必要経費の負担については、別途甲乙協議のうえ定める。
4　乙の都合により撮影が中断又は不能となった場合、甲は未履行部分に対応する報酬の支払を拒絶又は減額できる。

[bookmark: _1jd79bsf3593]第6条（肖像・音声等の利用）
1　甲は、本作品に関連して撮影又は録音された乙の肖像、氏名、芸名、音声、演技、写真、映像、プロフィールその他一切の素材を、期間・地域・媒体を問わず利用できるものとする。
2　甲は、本作品の宣伝、広告、配信、放送、上映、販売、イベント、SNS、パンフレット、予告映像その他本作品に関連する用途において、乙の肖像等を利用できる。
3　乙は、前二項に定める利用について、著作者人格権、肖像権その他人格的権利を行使しないものとする。

[bookmark: _xb8dzl64hbv5]第7条（著作権等）
1　本作品に関する著作権、著作隣接権その他一切の権利は、甲又は甲が指定する権利者に帰属する。
2　乙は、本作品に関する映像、台本、設定資料、撮影データその他の素材について、甲の事前承諾なく複製、公開、転載、配布又は第三者利用してはならない。

[bookmark: _2bkghblleydo]第8条（宣伝協力）
1　乙は、甲から合理的な範囲で依頼された場合、本作品の宣伝活動、記者会見、舞台挨拶、SNS投稿、インタビュー等に協力するものとする。
2　前項の詳細条件及び追加報酬の有無については、別途協議のうえ定める。

[bookmark: _gd08ingz91wm]第9条（禁止事項）
乙は、以下の行為を行ってはならない。
・本作品の内容、撮影情報、未公開情報を第三者へ漏えいする行為
・甲又は本作品の信用を毀損する行為
・無断で撮影現場を録音、録画又は配信する行為
・反社会的勢力との関係を有する行為
・法令又は公序良俗に違反する行為

[bookmark: _m82ksmrj1hf]第10条（秘密保持）
1　乙は、本契約又は本作品に関連して知り得た甲の営業上、技術上、制作上その他一切の非公開情報を秘密として保持し、第三者へ漏えいしてはならない。
2　乙は、甲の事前承諾なく、撮影内容、出演者情報、公開前映像その他秘密情報をSNS、ブログ、動画配信サービス等へ投稿してはならない。
3　本条の義務は、本契約終了後も存続する。

[bookmark: _j9gmxlvrjrzv]第11条（競業・出演制限）
乙は、本作品の公開前において、甲が合理的に競合すると判断する作品への出演について、事前に甲へ通知し協議するものとする。

[bookmark: _jefej9i4cqa]第12条（健康管理及び事故）
1　乙は、自己の健康状態を適切に管理し、安全に撮影へ参加するものとする。
2　甲は、撮影現場における安全配慮に努める。
3　撮影中の事故、怪我その他損害が発生した場合、甲乙は誠実に協議し対応するものとする。
4　乙の故意又は重大な過失による事故については、乙が責任を負う。

[bookmark: _myijrkhna537]第13条（契約解除）
1　甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除できる。
2　甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当した場合、催告なく直ちに本契約を解除できる。
・重大な法令違反又は社会的信用失墜行為を行った場合
・撮影継続が困難となる健康状態その他重大事由が生じた場合
・反社会的勢力との関与が判明した場合
・本作品の制作進行に重大な支障を与えた場合
3　前項の場合、乙は甲に生じた損害を賠償しなければならない。

[bookmark: _53r9omqk4xrw]第14条（不可抗力）
天災地変、感染症、戦争、政府規制、事故その他甲乙いずれの責にも帰さない事由により本契約の履行が困難となった場合、甲乙は協議のうえ対応を定めるものとする。

[bookmark: _itrcm0pm5fmj]第15条（権利義務の譲渡禁止）
甲及び乙は、相手方の事前書面承諾なく、本契約上の地位又は権利義務を第三者へ譲渡し、又は担保に供してはならない。

[bookmark: _ez047sf1rs4e]第16条（損害賠償）
甲及び乙は、本契約に違反し相手方へ損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。

[bookmark: _kzatm3ve24ku]第17条（反社会的勢力の排除）
1　甲及び乙は、自己又は自己の関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明保証する。
2　甲及び乙は、反社会的勢力との関係が判明した場合、何らの催告なく本契約を解除できる。

[bookmark: _ekyq59ey1ekl]第18条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議のうえ解決するものとする。

[bookmark: _1y2w2nhptxw]第19条（合意管轄）
本契約に関して紛争が生じた場合、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _4rw6a6b50eil]第20条（契約書の作成）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を保有する。






●●年●●月●●日

甲

会社名：●●株式会社

住所：●●

代表者名：●●

乙

氏名：●●

住所：●●

芸名：●●

生年月日：●●

